
  

 

 

文化審議会博物館部会 法制度の在り方に関する 

ワーキンググループの設置について 

 

                       令和３年２月２日 

                       文化審議会博物館部会決定 

 

１ 設置の趣旨 

  博物館を取り巻く環境と社会からの要請が変化する中で、「登録」制

度をはじめとする博物館法を改正する必要性が各所で指摘されてい

る。 

これまで博物館部会では、博物館の在り方について様々な観点から

議論を行ってきたが、上記のような指摘を踏まえて、博物館法制度の在

り方について具体的な検討を集中的に行うため、博物館部会の下に「法

制度の在り方に関するワーキンググループ」を設置することとする。 

 

２ 調査審議事項 

  （１）博物館の定義と使命について 

 （２）登録制度について 

 （３）学芸員資格制度について 

（４）登録制度と連動した博物館振興策について 

 （５）その他 

 

３ 構成（別紙参照） 

  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

  


